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新型コロナウイルス感染症対策への緊急要望書 

 新型コロナウイルス感染症対策への対応に、日々ご尽力いただきありがとうございます。全国に

緊急事態宣言が出され、市内も日増しに感染が拡大し市民の緊張が高まっています。市民ネットワ

ークでは、コロナウイルス対策についてのアンケート調査を実施しています。そこには「一日中子

どもの世話や食事などで自分の時間がない、このさきの収入や生活に不安を感じる、子どもの学習

がしっかりできるよう対策をたててほしい、国の対応を待たずに市独自の対策を」など、市民生活

の不安や市への要望を訴える多くの回答をいただいています。こうした市民の窮状を乗り越えるた

めの佐倉市独自の支援が、今求められています。よってここに緊急要望書を提出いたします。 

 

1、すべてのひとり親世帯に対し現金給付を行う。 

2、外出自粛、小中学校の休校、保育施設の登園自粛などにより増加が懸念されるＤＶや子ども、

高齢者、障がい者への虐待防止や支援強化に、担当課・保育園・学校など関係機関が連携し取り

組む。 

3、給食が重要な栄養源となっている児童生徒に対し、休校中の給食に替わる給食代補助等を行う。 

4、就学援助制度に関し、前年度利用者をみなし認定し、迅速に支給できるような対応をする。 

5、学校休校や保育園の登園自粛に伴う子どもたちの状況把握に努め、必要な支援を行う。 

6、市独自の家庭学習用動画配信や休校中の児童生徒に対し丁寧な学習支援を行う。 

7、家庭学習用動画配信を利用できない児童生徒に、平等な学習機会の確保を図る。 

8、厚労省の業務連絡に従い、生活保護の認定、住居確保給付金の支給については申請手続きを簡

略化し、利用促進を図る。 

9、生活保護や、生活福祉資金貸付制度について相談・申請に来る市民に対応するため、ゴールデ

ンウイーク中も市役所に受け付け体制を敷く。 

10、デイサービスや通所リハビリなどの通所サービス、訪問看護・介護などの訪問サービスや高齢

者施設の事業者に対し感染防止等の相談体制を充実させ、併せて影響を受けている高齢者の支援

策を講じる。 

11、水道料金と下水道料金の基本料金を免除する。 

12、コロナ感染症対策関連の緊急相談窓口を設置する。 

13、新型コロナウイルスの感染者やその家族、医療従事者、帰国者、外国人等に対し、差別や誹謗

中傷が起きないよう個人情報保護と人権尊重の啓発に取り組む。 

 

以上、早急なご対応をよろしくお願いいたします。 


